
第４０号議案 

 

   東京都台東区保育所等保育料条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  令和元年９月１０日 

 

      提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

 この案は、子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２

１３号）の改正に伴い、保育所等における満３歳以上の児童の保

育料を無償化する等のため提出します。  

 



   東京都台東区保育所等保育料条例の一部を改正する条例  

 

 東京都台東区保育所等保育料条例（昭和６２年３月台東区条例

第５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の見出し中「の徴収」を削り、同条第５項中「保育所等

又は法第２４条第２項に規定する家庭的保育事業等における保育

が行われている児童が２人以上いる場合においては、当該世帯の

保育所等又は同項に規定する家庭的保育事業等における保育を行

うことに係る児童のうち、最年長の児童（同一年齢の児童」を「教

育・保育給付認定保護者（子ども・子育て支援法第２０条第４項

に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。）に監護される者

及び府令第２８条の２各号に掲げるもの（以下これらを「負担額

算定基準者」という。）が２人以上いる場合においては、負担額

算定基準者のうち最年長の者（同一年齢の者」に改め、同項第１

号中「最年長の児童」を「最年長の者」に改め、同項第２号中「無

料」を「０円」に改める。 

 第３条の見出し中「の徴収」を削る。 

 第４条の見出し中「の徴収」を削り、同条第１項中「区長は、」

を削り、「は、当該児童の扶養義務者から短時間保育料として、

別表第５に定める額を徴収する。」を「に係る短時間保育料は、

０円とする。」に改め、同条第２項を削る。 

 第５条の見出し中「の徴収」を削り、同条第１項中「別表第６」

を「別表第５」に改め、同条第２項各号列記以外の部分中「対象

児童が」を「小学校の第１学年から第３学年までに在学し、又は

幼稚園その他の台東区規則（以下「規則」という。）で定める施



設等に在籍し、若しくは当該施設等を利用している児童（以下「対

象児童」という。）が」に改め、同項第１号中「別表第６」を「別

表第５」に改め、同項第２号中「無料」を「０円」に改め、同条

第３項を次のように改める。 

３ 第１項の規定にかかわらず、別表第６に定める階層区分に属

する世帯の児童に係る預かり保育料の額は、０円とする。 

 第５条第４項中「前項各号のいずれか」を「前項の世帯」に改

める。 

 別表第１中 
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１ ,３００  １ ,３００  
２ ,０００  ２ ,０００  
２ ,８００  ２ ,７００  
５ ,９００  ５ ,９００  
７ ,８００  ７ ,７００  

１０ ,０００  ９ ,９００  
１１ ,８００  １１ ,７００  
１３ ,９００  １３ ,８００  
１５ ,８００  １５ ,７００  
１７ ,６００  １７ ,５００  
１９ ,２００  １９ ,０００  
２０ ,７００  ２０ ,５００  
２２ ,４００  ２０ ,７００  
２４ ,０００  ２０ ,８００  
２５ ,２００  ２１ ,０００  
２６ ,６００  ２１ ,２００  
２６ ,８００  ２１ ,４００  
２７ ,１００  ２１ ,６００  
２７ ,３００  ２１ ,７００  
２７ ,５００  ２１ ,９００  
２７ ,７００  ２２ ,１００  
２８ ,０００  ２２ ,３００  
２８ ,２００  ２２ ,５００  
２８ ,４００  ２２ ,６００  
２８ ,７００  ２２ ,８００  
２８ ,９００  ２３ ,０００  
２９ ,１００  ２３ ,２００  
２９ ,３００  ２３ ,４００  
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に改める。 

 別表第２中 
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１ ,１００  １ ,１００  
１ ,８００  １ ,８００  
２ ,５００  ２ ,４００  
５ ,３００  ５ ,３００  
７ ,０００  ６ ,９００  
９ ,０００  ８ ,９００  

１０ ,６００  １０ ,５００  
１２ ,５００  １２ ,４００  
１４ ,２００  １４ ,１００  
１５ ,８００  １５ ,７００  
１７ ,２００  １７ ,１００  
１８ ,６００  １８ ,４００  
２０ ,１００  １８ ,６００  
２１ ,６００  １８ ,７００  
２２ ,６００  １８ ,９００  
２３ ,９００  １９ ,０００  
２４ ,１００  １９ ,２００  
２４ ,３００  １９ ,４００  
２４ ,５００  １９ ,５００  
２４ ,７００  １９ ,７００  
２４ ,９００  １９ ,８００  
２５ ,２００  ２０ ,０００  
２５ ,３００  ２０ ,２００  
２５ ,５００  ２０ ,３００  
２５ ,８００  ２０ ,５００  
２６ ,０００  ２０ ,７００  
２６ ,１００  ２０ ,８００  
２６ ,３００  ２１ ,０００  

 

に改める。 

 別表第５を削る。 

 別表第６を別表第５とし、同表の次に次の表を加える。 
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別表第６（第５条関係） 

各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分  
階層区分  定義  

Ａ  

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含

む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律による支援給付

受給世帯  

Ｂ  
Ａ階層を除き当該年度分の区市町村民税非課税

世帯  

Ｃ  
Ａ階層を除き当該年度分の区市町村民税のうち

均等割のみの課税世帯（所得割非課税世帯）  

Ｄ 
Ａ階層を除き当該年度分の区市町村民税のうち

の所得割課税額が８５ ,９００円未満である世帯  
 備考 

  １ この表において「区市町村民税」とは、地方税法の規定

による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。

以下同じ。）をいう。 

  ２ この表において「均等割」とは、地方税法第２９２条第

１項第１号に規定する均等の額によって課する市町村民税

をいう。 

  ３ この表において「所得割」とは、地方税法第２９２条第

１項第２号に規定する所得によって課する市町村民税をい

う。ただし、当該市町村民税の額を計算する場合には、規

則で定める規定は適用しない。 

  ４ ４月から８月までの月分の預かり保育料の額に係るこの

表の適用については、「当該年度分」とあるのは、「前年

度分」とする。 



   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都台東区保育所等保育料条例の

規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の属

する月以後の月分に係る保育料、延長保育料、短時間保育料及

び預かり保育料について適用し、施行日の属する月の前月以前

の月分の保育料、延長保育料、短時間保育料及び預かり保育料

については、なお従前の例による。 

（東京都台東区立保育所条例の一部改正） 

３ 東京都台東区立保育所条例（昭和３６年４月台東区条例第２

号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条第１項中「別表第３、別表第４及び別表第６」を「別

表第３から別表第５まで」に改める。 

 


